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富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第 

４１号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

  令和７年１１月２５日提出 

 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

 

 

提 案 理 由 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準化基準に適合するシ

ステムへの移行等に伴い、富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この

案を提出します。 

 

 

 

 

 



 

   富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を 

   改正する条例 

 

第１条 富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年

条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

  第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

  別表第１中３の項を削り、４の項を３の項とし、５の項を４の項とし、同項の次

に次の１項を加える。 

５ 市長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号）による自立支援給付の支給

又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定

めるもの 

別表第１中７の項を８の項とし、６の項を７の項とし、同項の前に次の１項を加

える。 

６ 市長 市の事務を処理するために利用する情報システムの機能で 

あって住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者を

いう。以下同じ。）を特定する固有の番号を付番し、管理す

るもの（以下「住登外者宛名番号管理機能」という。）によ

る住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定める

もの 

別表第１に次のように加える。 

９ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関

する事務であって規則で定めるもの 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 予防接種法（昭和２３ 健康保険法（大正１１年法律第７０ 



 年法律第６８号）によ 号）、船員保険法（昭和１４年法律 

 る予防接種の実施、給

付の支給又は実費の徴

収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

第７３号）、私立学校教職員共済法 

（昭和２８年法律第２４５号）、国 

家公務員共済組合法（昭和３３年法

律第１２８号）、国民健康保険法 

（昭和３３年法律第１９２号）若し

くは地方公務員等共済組合法（昭和 

３７年法律第１５２号）若しくは高 

齢者の医療の確保に関する法律（昭 

和５７年法律第８０号）による医療 

に関する給付の支給又は保険料の徴 

収に関する情報（以下「医療保険給

付関係情報」という。）であって規 

則で定めるもの 

  地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）その他の地方税に関する法律及

びこれらの法律に基づく条例の規定

により算定した税額又はその算定の

基礎となる事項に関する情報（以下

「地方税関係情報」という。）で 

あって規則で定めるもの 

  生活保護法（昭和２５年法律第 

１４４号）による保護の実施又は就

労自立給付金若しくは進学・就職準

備給付金の支給に関する情報（以下

「生活保護関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

  「生活に困窮する外国人に対する生 

  活保護の措置について」（昭和２９ 



  年５月８日付け社発第３８２号厚生 

  省社会局長通知）に基づく外国人 

（日本の国籍を有しない者をいう。） 

であって生活に困窮する者に係る生 

活保護法による保護の決定及び実施 

又は就労自立給付金若しくは進学・ 

就職準備給付金の支給の取扱いに準 

じた事務に関する情報（以下「外国 

人生活保護関係情報」という。）で 

あって規則で定めるもの 

  介護保険法（平成９年法律第１２３ 

号）による保険給付の支給、地域支 

援事業の実施又は保険料の徴収に関 

する情報（以下「介護保険給付等関 

係情報」という。）であって規則で 

定めるもの 

  住登外者宛名番号管理機能による住 

登外者の情報の管理に関する情報 

（以下「住登外者宛名情報」とい 

う。）であって規則で定めるもの 

２ 市長 

 

母子保健法（昭和４０ 

年法律第１４１号）に 

医療保険給付関係情報であって規則

で定めるもの 

 よる相談、支援、保健 

指導、新生児の訪問指 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

 導、健康診査、妊娠の 

届出、母子健康手帳の 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

 交付、妊産婦の訪問指 

導、産後ケア事業の実 

外国人生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

 施、低体重児の届出、 介護保険給付等関係情報であって規 



 未熟児の訪問指導、養 則で定めるもの 

 育医療の給付若しくは 住登外者宛名情報であって規則で定 

 養育医療に要する費用 

の支給、費用の徴収又 

はこども家庭センター 

の事業の実施に関する 

事務であって規則で定 

めるもの 

めるもの 

３ 市長 健康増進法（平成１４

年法律第１０３号）に

よる健康増進事業の実

施に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

 

医療保険給付関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって規

則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

４ 市長 新型インフルエンザ等 

対策特別措置法（平成 

医療保険給付関係情報であって規則

で定めるもの 

 ２４年法律第３１号） 

による予防接種の実施 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

 に関する事務であって 

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

  外国人生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

  介護保険給付等関係情報であって規 



  則で定めるもの 

  住登外者宛名情報であって規則で定 

  めるもの 

５ 市長 子ども・子育て支援法 

（平成２４年法律第 

６５号）による妊婦の 

ための支援給付、子ど 

ものための教育・保育 

給付若しくは子育ての 

ための施設等利用給付 

の支給又は地域子ど 

も・子育て支援事業の 

実施に関する事務で 

あって規則で定めるも 

の 

医療保険給付関係情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって規

則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

別表第３を削る。 

第２条 富士見市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

  別表第２の５の項中「若しくは子育てのための施設等利用給付」を「、子育ての

ための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付」に改める。 

   附 則 

この条例中第１条の規定は令和８年１月５日から、第２条の規定は令和８年４月１

日から施行する。 


